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１．事例の概要 

１回経産婦。妊娠３９週４日の夜間、陣痛が発来したため入院となった。

分娩監視装置が装着され、３５分程度経過した後から、変動一過性徐脈がみ

られると判断され、複数回の体位変換が行われた。分娩監視装置が装着され

てから約１時間後に２～３分持続する遷延一過性徐脈がみられると判断され、

酸素投与が開始された。その後も変動一過性徐脈が散発していると判断され

た。内診で、児頭の下方（６時の方向）に臍帯が触知され、臍帯下垂が疑わ

れ、胎児機能不全のため緊急帝王切開が決定された。生理食塩液にリトドリ

ン塩酸塩を溶解したものが静脈注射された。緊急帝王切開決定から８０分後

に児が娩出され、羊水混濁は（２＋）であった。臍帯は、長さ７１ｃｍで、

胎盤の側方に付着していた。胎盤病理組織学検査では、Ⅰ～Ⅱ度の絨毛膜羊

膜炎とみなされるとの結果であった。 

児の在胎週数は３９週５日、体重は２９００ｇであった。臍帯動脈血ガス

分析値は、ｐＨ７．３５５、ＰＣＯ２３７．９ｍｍＨｇ、ＰＯ２５４．５ｍｍ

Ｈｇ、ＨＣＯ３
－２０．６ｍｍｏｌ／Ｌ、ＢＥ－４．９ｍｍｏｌ／Ｌであった。

出生時、啼泣、自発呼吸はなく、蘇生が行われた。アプガースコアは、生後

１分２点（心拍１点、皮膚色１点）、生後５分４点（心拍２点、皮膚色２点）、

生後１０分４点（心拍２点、皮膚色２点）であった。新生児室入室時の静脈
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血ガス分析値は、ｐＨ７．１４８、ＰＣＯ２３８．２ｍｍＨｇ、ＰＯ２１２１．

１ｍｍＨｇ、ＨＣＯ３
－１３．０ｍｍｏｌ／Ｌ、ＢＥ－１５．９ｍｍｏｌ／Ｌ

であった。生後約１時間より痙攣がみられた。人工呼吸器による管理、低体

温療法が必要と判断され、新生児搬送された。頭部超音波断層法で、形態異

常、脳室内出血、脳室周囲高輝度域はみられず、前大脳動脈ＲＩ０．８２１、

中大脳動脈ＲＩ０．９０３であった。重症の低酸素性虚血性脳症と判断され、

脳低温療法が行われた。生後７日の頭部ＭＲＩは、「両側中心溝周囲の灰白質

や島部灰白質に巣状壊死を疑うＴ１短縮が認められ、両側基底核視床壊死を

伴う。海馬や脳幹部、後頭葉深部白質にも異常なＴ１短縮が認められ、脳梁

の拡散障害も呈している。低酸素性虚血性脳症による変化と考える。」との所

見であった。 

本事例は、病院における事例であり、産婦人科専門医３名（経験６年、１

０年、１９年）、小児科医１名（経験４年）、麻酔科医１名（経験９年）と助

産師２名（経験３年、１３年）、看護師３名（経験２年、１４年、１４年）が

関わった。 

 

２．脳性麻痺発症の原因 

本事例の脳性麻痺発症の原因は、分娩中の臍帯下垂に伴う断続的な臍帯圧

迫による胎児低酸素・酸血症であるという意見と、妊産婦が入院する以前に

何らかの事象により胎児に脳障害が惹起されていて、入院時には既に中枢神

経系の異常を来たしており、それに分娩中の低酸素・酸血症が加わったこと

が脳性麻痺発症の原因であるという意見の二説が考えられる。いずれの時期

に脳性麻痺発症となったかについても上記の二通りの時期が考えられ、現代

の医学では特定することはできない。 
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３．臨床経過に関する医学的評価 

妊娠中の管理は一般的である。 

入院時の対応は一般的である。変動一過性徐脈に対して、体位変換を行っ

たことは一般的であるが、その時刻の所見は、変動一過性徐脈ではなく、胎

児心拍数基線は頻脈で、高度遅発一過性徐脈が出現している状態であり、こ

の時点での胎児心拍数陣痛図の判読とそれへの対応は一般的ではない。胎児

心拍数の異常がみられた際に内診を行ったことは一般的である。その後、遷

延一過性徐脈がみられると判断し、酸素投与を行ったことは一般的である。

臍帯下垂の疑いがあり、胎児機能不全であると判断し、緊急帝王切開を決定

したことは一般的である。臍帯下垂の疑いのある所見がみられた内診を行っ

た時刻を診療録に記載しなかったことは一般的ではない。リトドリン塩酸塩

の投与により子宮収縮を抑制し、臍帯圧迫の除去を図ったことは選択肢のひ

とつである。緊急帝王切開決定から５５分後に手術室に入室、決定から８０

分後に児を娩出させたことは、夜間帯であったことからやむを得ないという

意見と、臍帯下垂が疑われる胎児機能不全での緊急帝王切開であることを考

えると所要時間は長く、一般的ではないという意見がある。 

新生児管理は一般的である。 

 

４．今後の産科医療向上のために検討すべき事項 

１）当該分娩機関における診療行為について検討すべき事項 

（１）胎児心拍数陣痛図の判読と対応について 

日本産科婦人科学会周産期委員会の指針を踏まえた判読法と対応につ

いて習熟することが望まれる。 

（２）診療録の記載について 

本事例では、臍帯下垂を疑った内診が行われた時刻や、医師への報告
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について、診療録に記載されていなかった。医師や助産師は、観察した

内容、判断、妊産婦の訴えやそれに基づく対応などを詳細に診療録に記

載することが望まれる。 

（３）臍帯下垂の対応について 

臍帯下垂がみられた場合は、挿入した内診指をそのままにして胎児先

進部を挙上させたままとし、陣痛が認められない場合には、骨盤高位、

胸膝位などをとって臍帯圧迫を解除することが望まれる。 

（４）事例検討について 

アプガースコアの低い児が出生した場合や分娩中に異常な胎児心拍数

波形が認められた場合には、院内で事例検討を実施することが望まれる。 

 

２）当該分娩機関における設備や診療体制について検討すべき事項 

緊急帝王切開を決定してから、手術実施までの時間を短縮できるような

診療体制を検討することが望まれる。 

 

３）わが国における産科医療について検討すべき事項 

（１）学会・職能団体に対して 

臍帯下垂の多くは胎盤下部辺縁付着であり、妊娠後期となると診断が

困難となることから、妊娠初期に臍帯付着部を確認する等の早期診断方

法、およびその対応法について検討することが望まれる。 

（２）国・地方自治体に対して 

特になし。 
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